
証券コード 2483
平成20年６月10日

株 主 各 位

大阪市中央区平野町２丁目５番８号

株 式 会 社 翻 訳 セ ン タ ー
代表取締役社長 東 　 郁 男

第22回定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

　さて、当社第22回定時株主総会を下記により開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成20年６月25日（水曜日）
営業時間終了時（午後６時）までに到着するようご返送くださいますようお願い
申しあげます。

敬　具

記

１．日　　　時 平成20年６月26日（木曜日）午前10時
２．場　　　所 大阪市中央区安土町３丁目１番３号

ヴィアーレ大阪　４階　ヴィアーレホール
（昨年と会場が変更になっておりますので、末尾の会場ご案
内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第22期（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）事

業報告の内容、計算書類の内容報告の件
２．第22期（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）連

結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役の連結計
算書類監査結果報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案

 
役員賞与支給の件

以　上


　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類、事業報告ならびに計算書類及び連結計算書類に修正が生
じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
（アドレス http://www.honyakuctr.com）
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

（平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで）

１．会社の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当事業年度における我が国経済は、米国経済の下振れ懸念や原材料価格

の高騰を背景に不透明感が増し、企業収益の伸びは鈍化しましたが、設備

投資は増加傾向を維持しております。このような経済環境のもと、当社で

は製造業を中心とした顧客企業のグローバル展開に伴う翻訳需要を獲得す

べく積極的に営業展開いたしました。

　この結果、売上高につきましては4,200,557千円（前期比8.4％増）、営

業利益は473,645千円（前期比12.5％増）、経常利益は478,875千円（前期

比16.9％増）、当期純利益は278,194千円（前期比20.9％増）となりまし

た。

　分野別売上状況につきましては、以下のとおりでございます。特許分野

では、バイオ関連や半導体、通信、自動車関連の国際特許出願用明細書の

翻訳需要が引き続き増加傾向を維持しており、売上高は前期比8.3％増の

1,597,659千円となりました。医薬分野につきましては、外資系を中心とし

たメガファーマからの翻訳受注が高水準を維持していることに加え、新薬

申請に関わる翻訳案件を獲得し、メディカル・ライティング案件も増加し

たため、売上高は前期比15.6％増の1,237,363千円と大幅に増加しました。

工業分野につきましては、上半期に自動車関連企業からの大型案件が谷間

に入り低迷しましたが、下半期には一部企業にプロジェクト開始の動きも

みられ、また、通信関連の大型案件も獲得できましたが、売上高は前期比

0.7％減の915,879千円に留まりました。金融分野では、法務およびディス

クロージャー関連の翻訳受注が堅調に推移し、さらに生命保険商品の銀行

窓口での販売解禁に伴う翻訳需要が増加したことにより、売上高は前期比

14.1％増の377,082千円となりました。　

 

②　資金調達の状況

　該当事項はありません。

－ 2 －



③　設備投資の状況

　当事業年度に実施いたしました設備投資総額は9,771千円であり、その主

たるものは、翻訳の品質管理を目的に開発いたしました「用語検索システ

ム」開発費用が3,780千円、翻訳支援ソフト「Trados」の導入費用が3,370

千円、管理部門の人事・会計関連システムの増強費用が2,621千円でありま

す。

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
平成16年度
第　19　期

平成17年度
第　20　期

平成18年度
第　21　期

平成19年度 
第22期（当期）

千円 千円 千円 千円

売 上 高 2,908,527 3,365,545 3,874,858 4,200,557

千円 千円 千円 千円

経 常 利 益 268,337 333,295 409,545 478,875

千円 千円 千円 千円

当 期 純 利 益 153,010 193,125 230,005 278,194

円　銭 円　銭 円　銭 円　銭

１株当たり当期純利益 63,560.10 14,688.91 18,024.13 21,406.13

千円 千円 千円 千円

総 資 産 1,229,671 1,375,246 2,075,705 2,405,813

千円 千円 千円 千円

純 資 産 582,795 748,446 1,319,552 1,584,787

円　銭 円　銭 円　銭 円　銭

１株当たり純資産額 245,834.93 62,355.89 102,688.88 121,068.59

（注）１．平成18年３月３日付をもって株式１株につき５株の分割を行っております。

２．第21期は、平成18年４月27日付公募増資に伴う1,200株の新株を発行いたしまし

たので、１株当たり当期純利益につきましては、期中平均発行済株式数12,761

株にて算出しており、１株当たり純資産額は期末発行済株式数に基づき算出し

ております。なお、第19期、第20期、第22期の１株当たり当期純利益は、期中

平均発行済株式数に基づき算出しており、１株当たり純資産額は期末発行済株

式数に基づき算出しております。

３．第21期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月９日）

を適用しております。

４．第21期より、会社法第436条第２項第１号に基づき、会計監査人の監査を受けて

おります。
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(3) 重要な子会社の状況

重要な子会社の状況

名 称 資 本 金 出資比率 主要な事業内容

株式会社国際事務センター 12,000千円 100％ 翻訳事業

HC  Language  Solutions,　Inc. １百万USドル 100％ 翻訳事業

　当社の連結子会社は上記の２社であります。

　当連結会計年度の売上高は4,383,092千円、当期純利益は205,163千円とな

りました。

(4) 会社が対処すべき課題

　日本企業が行う海外展開や外国企業による日本市場参入は、各企業にとっ

て重要な戦略として位置づけられており、今後も活発に展開されていくもの

と思われます。したがって、産業技術翻訳の需要は今後も堅調に推移してい

くものと思われます。このような状況のもと、当社が企業価値をさらに向上

させていくにあたって、以下の課題を認識しております。

　まず、主力事業領域である特許・医薬・工業・金融の四分野における事業

拡大を図るためには、翻訳の枠を超えた高付加価値サービスを展開していく

必要があります。医薬分野では、高付加価値サービスとしてメディカルライ

ティングを既に本格的に展開している段階にありますが、より一層の売上増

加を実現するためには、医薬品・医療機器申請資料の作成を行うメディカル

ライターの拡充が必要です。また、特許分野では弁理士や外国特許事務の専

門家と連携をとりながら、高付加価値サービスとしての外国出願支援サービ

スの提供を検討しております。この実施にあたっては外国特許実務に精通し

た人材の増強が必要となります。

　また、新規事業領域を拡大するために取り組んでおりますメディア・コン

テンツ関連の翻訳につきましては、日本製のコミックやゲームの英語化で既

に実績がありますが、今後はこれらをさらに拡大させるとともに、ウェブコ

ンテンツ翻訳などのニーズに向けて体制を強化する必要があります。

　次に、当社の営業戦略のひとつとして、規模と組織力とを活かした集中購

買化提案がありますが、当社の顧客である大手企業では、利用している翻訳

会社が数十社にもなるケースがありますので、その場合に、翻訳会社を数社

に絞り込むことにより、コストダウンと情報統一を図るように購買セクショ

ンに対して提案します。集中購買化提案につきましては、医薬分野で既に一

定の成果をあげておりますので、他の特許、工業、金融分野においても促進
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してまいります。

　規模拡大のためには新規事業所の設立が必要ですが、既に米国に子会社を

設立しておりますので、同子会社の売上拡大による黒字化が当面の課題です。

日本本社のリソースやノウハウあるいは顧客基盤の共有化など、日本本社と

の連携を活かして、在米国日系企業のサポートあるいは米国企業の日本市場

への展開をサポートしてまいります。

　収益基盤を強化するためには「翻訳プラットフォーム」の構築が必要です。

「翻訳プラットフォーム」とは、当社の保有する翻訳ノウハウや情報資産を

データベースとして活用するものであり、これによって品質水準を満たした

翻訳の安定的供給、および翻訳者の作業効率向上を目指します。現在は、シ

ステムの全体構想を検討している段階ですが、データベース構築ツールや翻

訳者へ提供するデータベース活用ツールなどについて、さらに詳細な仕様を

検討したうえで設計していく必要があります。

　また、当社のビジネスモデルでは、業務委託先である翻訳者の確保が重要

な課題です。外国語に精通し、かつ各専門分野の知識をも保有している人材

が当社には不可欠です。現在、当社グループの確保している登録翻訳者は約

3,200名におよびますが、より優秀な翻訳者を獲得していくため、翻訳業界雑

誌や特許・製薬業界などの業界紙への広告掲載、ホームページ、翻訳学校と

の提携など、様々なチャンネルを活用して募集活動を行ってまいります。ま

た、翻訳者育成事業につきましても、現在運営している通信教育事業を中心

に、さらに拡充してまいります。

 

(5) 主要な事業内容

　当社では、特許・医薬・工業・金融の各分野を中心とした受託翻訳サービ

スと、顧客先への通訳者・翻訳者の派遣等を主たる事業としております。
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(6) 主要な拠点等

①　当社

名 称 所 在 地

本 社 大阪府大阪市

大 阪 営 業 部 大阪府大阪市

東 京 本 部 東京都港区

名 古 屋 営 業 部 愛知県名古屋市

②　子会社

名 称 所 在 地

株 式 会 社 国 際 事 務 セ ン タ ー 東京都中央区

HC  Language  Solutions,　Inc. 米国カリフォルニア州

(7) 従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

186名（61名） 17名増（増減なし）

（注）　パートタイマー、アルバイトの臨時雇用者数は、最近１年間の平均人員を（　）

外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況

　該当事項はありません。
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２．株式の状況

(1) 発行可能株式総数 51,400株

(2) 発行済株式総数 13,090株（自己株式はありません）

(3) 株主数 1,659名

(4) 大株主の状況

株 主 名 持 株 数

株 式 会 社 ウ ィ ザ ス 3,260株

東 　 　 　 郁 　 男 665

池 　 亀 　 秀 　 雄 503

み ず ほ キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社 500

淺 　 見 　 和 　 宏 413

角 　 田 　 輝 　 久 253

翻 訳 セ ン タ ー 従 業 員 持 株 会 250

二 　 宮 　 俊 一 郎 228

礒 　 野 　 由 美 子 227

妙 　 中 　 厚 　 雄 197

３．新株予約権等の状況

(1) 当事業年度末における当社役員が保有する新株予約権の状況

・新株予約権の数 309個

・新株予約権の目的となる株式の数 1,545株

・取締役、その他役員の保有する新株予約権の区分別状況

回 数 行 使 期 間 個 数 保 有 者 数

取 締 役 第１回
平成19年７月１日から
平成22年６月30日まで

110個 6名

社 外 監 査 役 第１回
平成19年７月１日から
平成22年６月30日まで

3個 1名

(2) 当事業年度中に当社使用人等に交付した新株予約権の状況

　該当事項はありません。
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(3) その他新株予約権等の状況

　該当事項はありません。

４．会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（平成20年３月31日現在）

氏 名 地 位 及 び 担 当 他の法人等の代表状況等

東 　 　 　 郁 　 男 代 表 取 締 役 社 長
社団法人日本翻訳連盟　会長
株式会社国際事務センター
代表取締役

淺 　 見 　 和 　 宏 取 締 役（経理担当兼総務部長） ─

角 　 田 　 輝 　 久
取  締  役（東京第二営業部長
兼 名 古 屋 営 業 部 長 ） ─

二 　 宮 　 俊 一 郎
取 締 役（経営企画室長兼東京第
一 営 業 部 長 ） ─

池 　 亀 　 秀 　 雄
取 締 役（コンプライアンス担当兼情報管
理 担 当 兼 業 務 推 進 部 長 ） ―

柴 　 田 　 正 　 志 取　締　役  （非  常  勤）
HC Language Solutions,Inc.
代表取締役

橘 　 　 　 正 　 宏 監　査　役   （常   勤） ─

妙 　 中 　 厚 　 雄 監 　 査 　 役
税理士　有限会社タエナカ
マネジメント・オフィス　
代表取締役

（注）１．取締役柴田正志氏は、平成18年11月、HC Language Solutions,Inc.代表取締役

就任に伴い、非常勤取締役になっております。

２．監査役橘　正宏氏、妙中厚雄氏は、社外監査役であります。

３．監査役妙中厚雄氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

取 締 役 6名 89,592千円

社外監査役 2名 23,200千円

　なお、報酬等の額には、平成20年６月26日開催予定の第22回定時株主総会

において決議予定の役員賞与24,000千円を含めております。
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(3) 社外役員に関する事項

地位 氏 名 他 の 法 人 等 の 兼 任 状 況 当社での主な活動状況

監査役 橘　　正　宏 －

取締役会では開催15回

の内、15回出席（出席

率100％）し、経営全

般に亘り、適法性、適

正性、妥当性の観点か

ら、意見の表明を行っ

ております。

監査役 妙　中　厚　雄

有限会社タエナカマネジメント・オ

フィス（非上場会社）　代表取締役

株式会社フォー・ユー　社外取締役

株式会社ジョイント・コーポレー

ション　社外監査役

（注）上記3社と当社との間には特別

の関係はありません。 

取締役会では開催15回

の内、13回出席（出席

率86％）し、経営全般

に亘り、適法性、適正

性、妥当性の観点から、

意見の表明を行ってお

ります。

 

５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

新日本監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①　当社の会計監査人としての報酬等の額

15,000千円

　上記金額には金融商品取引法に基づく監査に対する報酬を含めておりま

す。

②　当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利

　益の合計額　　　　　

15,000千円

　上記金額には金融商品取引法に基づく監査に対する報酬を含めておりま

す。

③　重要な連結子会社の計算関係書類の監査に関する事項

　該当事項はありません。
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(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、監査役の同意を得たうえで、また監査役の請求に基づ

いて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることと

いたします。

　監査役は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査役の合意に基づき監査役が、会計監査人を解任い

たします。この場合、監査役の互選によって定めた監査役は、その旨及び解

任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。

(4) 責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人新日本監査法人は、会社法第423条第１項の賠償責任を限

定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金20,000

千円と法令の定める最低限度額のいずれか高い額となります。
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６．業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制そ

の他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下

の通りであります。

１．取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制

①　当社はコンプライアンス体制を整備・確保するために、当社ならびにグ

ループ会社の取締役、および従業員を含めたグループ企業行動規範を定め、

法令、定款および社内規程の遵守・徹底を図る。

②　コンプライアンス上の問題の未然防止、早期是正のために、コンプライ

アンス担当役員を長とした委員会を組織し、社内および社外（弁護士）にコ

ンプライアンス相談窓口を設置する。報告・通報内容は、コンプライアンス

委員会が調査し、総務部と協議の上再発防止策を決定するとともに、全社的

に再発防止策を実施する。

③　万が一コンプライアンス上問題となりうる事態が発生した場合は、コン

プライアンス担当取締役は委員会に諮り、その状況・対策その他必要な事項

を、直ちに取締役会および監査役に報告する。　　　　

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報は、法令および社内規程に基づき、文書ま

たは電磁的媒体（以下、文書等という）に記録して適切に保存および管理

する。 

　取締役および監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制　

①　リスクマネジメントの確立に向けてリスクマネジメント規程を制定し、

リスクの予防および危機発生時に迅速かつ的確に対応できる体制を整備す

る。 

②　不測の事態が発生した場合には、代表取締役またはその指名する者を本

部長とする。 

③　対策本部を設置して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最

小限に止める体制を整える。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①　取締役会は、取締役会規程により、月１回これを開催することとし、ま

た必要に応じ適宜臨時に開催して重要事項の決定を行うとともに、相互に業

務執行の監督を行う。
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②　経営戦略の浸透および各部署の適時適切な現状報告を目的とし、取締役

および監査役と各部署の責任者を構成メンバーとする経営会議を月1回開催す

る。

③　取締役は中期経営計画および年度経営計画を策定し、適正かつ効率的な

経営を執行する。

５．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

①　グループ企業すべてに適用する行動指針としてグループ企業行動規範を

定め、グループ全体のコンプライアンス体制を整備する。 　　

②　子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業の状況に関す

る定期的な報告を行わせ、重要な事項については関係会社管理規程を制定す

る。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、

当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事

項 

  監査役がその職務の遂行に関して補助すべき使用人を置くことを求めた

場合、取締役会は監査役と協議の上、内部監査担当者を監査役の補助すべ

き使用人として指名することができる。また、監査役が指定する補助すべ

き期間中は、指名された使用人への指揮命令は監査役が行うことにより、

取締役からの独立性を確保するものとする。

７．取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報

告に関する体制 

①　代表取締役および取締役は、取締役会等の重要な会議において、随時そ

の担当する業務の執行状況の報告を行う。 

②　取締役および使用人は監査役の監査が実効的に行われることを確保する

ため、職務執行に関する以下の事項について監査役に報告および情報提供を

行う。

 　　　・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実

 　　　・法令定款に違反する恐れのある事項および不正の行為

 　　　・毎月の会計関連資料

 　　　・内部監査が実施した内部監査の結果

 　　　・コンプライアンス相談窓口への通報状況

 　　　・上記以外のコンプライアンス上重要な事項
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８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①　監査役は、取締役会の他重要な意思決定の過程および業務の執行状況を

直接確認するため、重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業

務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にそ

の説明を求めることができる。 

②　代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、

監査役監査の環境整備状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。 

 

 

　



　本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しています。
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貸　借　対　照　表
（平成20年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

【流 動 資 産】

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

有 価 証 券

仕 掛 品

貯 蔵 品

短 期 貸 付 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

【固 定 資 産】

（有形固定資産）

建 物

車 両 運 搬 具

器 具 及 び 備 品

（無形固定資産）

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

（投資その他の資産）

関 係 会 社 株 式

差 入 保 証 金

破 産 更 生 債 権 等

出 資 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金

2,040,093

1,017,946

8,967

579,437

300,000

26,695

2,099

20,096

23,076

59,376

2,479

60

△143

365,720

36,029

19,754

218

16,056

14,730

10,834

3,896

314,959

165,000

100,823

901

100

1,111

47,924

△901

【流 動 負 債】 707,253

買 掛 金 343,087

未 払 金 64,222

未 払 法 人 税 等 126,847

未 払 消 費 税 等 20,208

前 受 金 27,641

預 り 金 21,843

賞 与 引 当 金 79,404

役 員 賞 与 引 当 金 24,000

【固 定 負 債】 113,772

退 職 給 付 引 当 金 43,072

役員退職慰労引当金 70,700

負 債 合 計 821,025

（純資産の部）

【株 主 資 本】 1,586,268

資 本 金 399,536

資 本 剰 余 金 289,916

資 本 準 備 金 289,916

利 益 剰 余 金 896,816

利 益 準 備 金 14,434

その他の利益剰余金 882,381

【評価・換算差額等】 △1,480

その他有価証券評価差額金 △1,480

純 資 産 合 計 1,584,787

資 産 合 計 2,405,813 負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,405,813

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

（平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 4,200,557

売 上 原 価 2,206,312

売 上 総 利 益 1,994,245

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,520,599

営 業 利 益 473,645

営 業 外 収 益 5,570

営 業 外 費 用 339

経 常 利 益 478,875

特 別 利 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 227  

保 険 解 約 益 12,620 12,847

特 別 損 失  

固 定 資 産 除 却 損 22 22

税 引 前 当 期 純 利 益 491,700

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 217,800

法 人 税 等 調 整 額 △4,293

当 期 純 利 益 278,194

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株 主 資 本
合 計

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

そ の 他
利益剰余金

利益剰余金
合 計

繰 越 利 益
剰 余 金

平 成 19 年 ３ 月 31 日 　 残 高 386,000 276,380 276,380 14,434 642,737 657,172 1,319,552

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 13,536 13,536 13,536 27,072

剰 余 金 の 配 当  △38,550 △38,550 △38,550

当 期 純 利 益 278,194 278,194 278,194

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純
額 )

     

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 13,536 13,536 13,536 － 239,644 239,644 266,716

平 成 20 年 ３ 月 31 日 　 残 高 399,536 289,916 289,916 14,434 882,381 896,816 1,586,268

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高 － － 1,319,552

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 27,072

剰 余 金 の 配 当 △38,550

当 期 純 利 益 278,194

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純
額 )

△1,480 △1,480 △1,480

事業年度中の変動額合計 △1,480 △1,480 265,235

平成20年３月31日　残高 △1,480 △1,480 1,584,787

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項

１．有価証券の評価基準及び評価方法

①　満期保有目的の債券……………償却原価法によっております。

②  子会社株式…………………… 移動平均法に基づく原価法によっております。

③　その他の有価証券…………… 時価のあるものについて、決算日の市場価格等に

基づく時価法によっております。（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定しております。） 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品……………………………個別法による原価法によっております。

３．固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産……………………定率法を採用しております。なお、主な耐用年数

は以下のとおりであります。

建物………………… 15年

器具及び備品………３～15年

車両運搬具…………２～６年

②　無形固定資産……………………定額法を採用しております。なお、自社利用のソ

フトウエアについては、社内における利用可能期

間（５年）に基づいております。

４．引当金の計上基準

①　貸倒引当金………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金………………………従業員の賞与支給に備えて、賞与支給見込額の当

事業年度負担額を計上しております。

③　役員賞与引当金…………………役員賞与の支給に備えるため、支給見込額の当事

業年度負担額を計上しております。

④　退職給付引当金…………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務の見込額に基づき計上してお

ります。

⑤　役員退職慰労引当金……………役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社内規

に基づく当事業年度末要支給額を計上しておりま

す。

なお、当社において当制度は平成18年６月９日開

催の取締役会において廃止となり、「役員退職慰

労引当金」は制度廃止日に在任している役員に対

する支給予定額であります。
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５．リース取引の処理方法……………リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

６．その他計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理……………税抜方式によっております。

７．会計処理方法の変更

　　法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ204千円、当期純

利益は121千円減少しております。

 ８．追加情報

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した事業

年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これにより営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益がそれぞれ17千円、当期純利益は10千円減少しておりま

す。

 

Ⅱ．貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額 45,847千円

２. 偶発債務 

 当社は連結子会社 HC Language Solutions,Inc.のリース債務に対して、7,785千円

の債務保証を行っております。

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

①　短期金銭債権 25,479千円

②　短期金銭債務 998千円

Ⅲ．損益計算書に関する注記

　　関係会社との取引高

①　売上高 26,542千円

②　仕入高 8,853千円

Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び数 該当事項はありません。
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Ⅴ．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因

賞与引当金 32,268千円

役員退職慰労引当金 28,730千円

未払事業税 10,370千円

退職給付引当金 17,503千円

その他 18,428千円

繰延税金資産合計 107,301千円

Ⅵ．リースにより使用する固定資産に関する注記

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

リース物件の取得価額相当額 19,774千円

減価償却累計額相当額 10,987千円

期末残高相当額 8,786千円

 

２．未経過リース料期末残高相当額

１年以内 3,739千円

１年超 5,235千円

合計 8,975千円

 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 5,000千円

減価償却費相当額 4,785千円

支払利息相当額 259千円

 

４．減価償却費相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっております。

 

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分については利息法によっております。

Ⅶ．関連当事者との取引に関する注記

 該当事項はありません。
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Ⅷ．１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 121,068円59銭

２．１株当たり当期純利益 21,406円13銭

Ⅸ．その他

該当事項はありません。

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成20年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

【流 動 資 産】

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

有 価 証 券

た な 卸 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

【固 定 資 産】

（有形固定資産）

建 物

車 両 運 搬 具

器 具 及 び 備 品

（無形固定資産）

そ の 他

（投資その他の資産）

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

2,114,332

1,077,491

616,711

300,000

32,911

60,448

27,016

△245

243,311

64,028

20,999

13,776

29,252

15,395

15,395

163,886

107,520

47,924

9,606

△1,164

【流 動 負 債】 742,554

買 掛 金 361,961

未 払 金 70,295

未 払 法 人 税 等 127,027

賞 与 引 当 金 81,804

役 員 賞 与 引 当 金 24,000

そ の 他 77,466

【固 定 負 債】 120,768

退 職 給 付 引 当 金 45,248

役員退職慰労引当金 70,700

長 期 未 払 金 4,819

負 債 合 計 863,323

（純資産の部）

【株 主 資 本】 1,497,877

資 本 金 399,536

資 本 剰 余 金 289,916

利 益 剰 余 金 808,425

【評価・換算差額等】 △3,556

その他有価証券評価差額金 △1,480

為替換算調整勘定 △2,076

純 資 産 合 計 1,494,320

資 産 合 計 2,357,643 負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,357,643

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 4,383,092

売 上 原 価 2,287,038

売 上 総 利 益 2,096,053

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,692,772

営 業 利 益  403,281

営 業 外 収 益 5,379

営 業 外 費 用 1,436

経 常 利 益 407,224

特 別 利 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 231  

保 険 解 約 益 13,131 13,362

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 22  

固 定 資 産 売 却 損 1,695 1,718

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 418,868

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 218,074

法 人 税 等 調 整 額 △4,369

当 期 純 利 益 205,163

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで）

（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平 成 19 年 ３ 月 31 日 　 残 高 386,000 276,380 641,811 1,304,191

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行 13,536 13,536 27,072

剰 余 金 の 配 当 △38,550 △38,550

当 期 純 利 益 205,163 205,163

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 （ 純 額 )

  

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 13,536 13,536 166,613 193,685

平 成 20 年 ３ 月 31 日 　 残 高 399,536 289,916 808,425 1,497,877

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平 成 19 年 ３ 月 31 日 　 残 高 － △358 △358 1,303,832

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行 27,072

剰 余 金 の 配 当 △38,550

当 期 純 利 益 205,163

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 （ 純 額 )

△1,480 △1,717 △3,198 △3,198

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △1,480 △1,717 △3,198 190,487

平 成 20 年 ３ 月 31 日 　 残 高 △1,480 △2,076 △3,556 1,494,320

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の数　　　　２社

主要な連結子会社の名称

株式会社国際事務センター

HC Language Solutions,Inc．

(2) 持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうちHC Language Solutions,Inc．の決算日は、12月31日であります。

　連結計算書類の作成に当たっては、同決算日現在の計算書類を使用しております。

ただし、１月１日から連結決算日３月31日までの期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。

(4) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…………償却原価法によっております。

その他有価証券………………時価のあるものについて、決算日の市場価格等に

基づく時価法によっております。

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定しております。）

ロ．たな卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品…………………………個別法による原価法によっております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産…………………当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外

連結子会社は定額法を採用しております。

建物……………………… 15年

器具及び備品……………３～15年

機械装置及び運搬具……２～６年

ロ．無形固定資産…………………当社及び連結子会社は定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づいておりま

す。
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③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金……………………債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金……………………従業員の賞与支給に備えて、賞与支給見込額の当

連結会計年度負担額を計上しております。

ハ．役員賞与引当金………………役員賞与の支給に備えるため、支払見込額の当連

結会計年度負担額を計上しております。

ニ．退職給付引当金………………

 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務の見込額に基づき計上し

ております。

ホ．役員退職慰労引当金…………役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社内規

に基づく当連結会計年度末要支給額を計上してお

ります。

なお、当社において当制度は平成18年６月９日開

催の取締役会において廃止となり、「役員退職慰

労引当金」は制度廃止日に在任している役員に対

する支給予定額であります。

④　その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

イ．リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。なお、在外連結子会社では、当該国の会計処理基準に準拠し、通常の

売買取引に準じた会計処理によっております。

ロ．消費税等の会計処理…………税抜方式によっております。

(5) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

 　　　 全面時価評価法を採用しております。

  (6) 会計処理方法の変更

　　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成

19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しております。これにより営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益は、それぞれ204千円、当期純利益は121千円減少しております。

  (7) 追加情報

　　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取

得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上して

おります。これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ

17千円、当期純利益は10千円減少しております。 
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２．連結貸借対照表に関する注記

　有形固定資産の減価償却累計額 55,486千円

 

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株　式　数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株　式　数（株）

普 通 株 式 12,850 240 － 13,090

合 計 12,850 240 － 13,090

（注）　発行済株式における普通株式の増加株式数は、ストック・オプションの行使に伴

う新株発行によるものであります。

(2) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

決 議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額（円）

基 準 日 効 力 発 生 日

平成19年６月27日
定 時 株 主 総 会

普通株式 38,550 3,000 平成19年３月31日 平成19年６月28日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち､配当の効力発生日が翌期となるもの

　平成20年６月26日開催予定の第22回定時株主総会の議案として、普通株式の配当

に関する事項を次のとおり付議いたします。

イ.　配当金の総額 45,815千円

ロ.　１株当たり配当額 3,500円

ハ.　基準日 平成20年３月31日

ニ.　効力発生日 平成20年６月27日

　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

４．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 114,157円43銭

１株当たり当期純利益 15,786円69銭

５．その他の注記

有価証券に関する注記

(1)満期保有目的の債券として、コマーシャル・ペーパー300,000千円があり

　ます。

(2)その他有価証券で時価のあるもの

 
取 得 原 価
（千円）　

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

株 式 9,722 7,230 △2,492

　　　　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。　
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成20年５月12日

株式会社翻訳センター

取締役会　御中

     新日本監査法人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 永 原 新 三 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 野 田 弘 一 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社翻訳

センターの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第22期事業年度の計

算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附

属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算

書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細

書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。

監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方

法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及

びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の

結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附

属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以　上
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成20年５月12日

株式会社翻訳センター

取締役会　御中

     新日本監査法人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 永 原 新 三 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 野 田 弘 一 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社翻訳センター

の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、

すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び

連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する

ことにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽

の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査

を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検

討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、株式会社翻訳センター及び連結子会社か

ら成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 28 －



監査役の監査報告

監　査　報　告　書

　私たち監査役は、平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第22期事業年度の

取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法および結果につき以下のとおり報

告いたします。

１.監査の方法およびその内容
　各監査役は、取締役および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の
環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および
使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、
重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状
況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令および定款に適合するこ
とを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なもの
として会社法施行規則第100条第1項および第3項に定める体制について、その取締役
会決議の内容を検証いたしました。子会社については、子会社の取締役等と意思疎
通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以
上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書について検
討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適
正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第159条各号に掲げる事
項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基
づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検
討いたしました。

２.監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正
しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する
重大な事実は認められません。

三　当社の業務の適正を確保するために、必要な体制の整備等についての取締役
会の決議の内容は、相当であると認めます。

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果
　会計監査人新日本監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人新日本監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

平成20年５月13日
株 式 会 社 　 翻 訳 セ ン タ ー

監査役(常勤) 橘 　 正 宏 ㊞
監 査 役 妙 中 厚 雄 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

 

期末配当に関する事項

　当社では、株主各位に対する利益還元を経営の重要な課題のひとつとして

認識しており、業績に応じた利益配分を行うことを基本方針としております。

従いまして、第22期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたい

と存じます。

①　配当財産の種類

　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金3,500円といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は45,815,000円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　平成20年６月27日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役６名選任の件

　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、取締役６名の選任をお願いしたいと存じます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

　

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１
東 　 郁 男
(昭和36年7月15日生)

平成４年８月 株式会社京都翻訳センター

に入社

平成５年３月 株式会社関西翻訳センターに

転籍

平成６年11月 株式会社東京トランスレー

ションセンター取締役

平成９年８月 当社取締役

平成13年９月 当社代表取締役社長（現任）

［他の法人等の代表状況]

株式会社国際事務センター代表取締役

社団法人日本翻訳連盟　会長

665株

２
淺 見 和 宏
(昭和36年11月17日生)

平成３年12月 株式会社京都翻訳センター

に入社

平成７年４月 株式会社メディカル翻訳セ

ンター取締役

平成９年４月 当社監査役

平成10年６月 当社取締役（現任）

413株

３
角 田 輝 久
(昭和23年4月4日生)

平成15年１月 当社に入社

平成15年２月 当社取締役（現任）
253株

４
二 宮 　 俊 一 郎
(昭和44年7月21日生)

平成９年４月 株式会社翻訳センター（東

京）に入社

平成13年９月 当社東京営業部長

平成16年６月 当社取締役（現任）

228株

５
池 亀 秀 雄
(昭和34年2月18日生)

昭和64年１月 株式会社大阪翻訳センター

に入社

平成元年２月 株式会社京都翻訳センター

に転籍

平成９年８月 当社取締役（現任）

503株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

６
柴 田 正 志
(昭和38年9月28日生)

平成７年12月 株式会社東京メディカル翻

訳センターに入社

平成９年８月 当社取締役（現任）

 ［他の法人等の代表状況]

 　　HC Language Solutions,Inc.

　　　代表取締役

40株 

（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

 

第３号議案　監査役１名選任の件

　監査役橘　正宏氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査

役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役全員の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（他 の 法 人 等 の 代 表 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

橘 　 正 宏
(昭和14年10月9日生)

昭和63年12月 和光証券株式会社取締役

平成４年６月 和光証券株式会社常務取締役

平成７年６月 新光ビジネス株式会社取締役社

長

平成９年６月 和光証券株式会社常勤監査役

平成12年４月　新光証券株式会社常勤監査役　

平成12年６月 新光カードサービス株式会社　

常勤監査役

平成13年６月 同　退任

平成14年３月 当社監査役（現任）

43株

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．同氏は社外監査役候補者であります。

３．同氏は複数の企業において会社経営および監査役としての経験を有しており、

企業経営を監査する充分な見識を有していることから、社外監査役として当社

の経営に関し、的確な助言をいただけるものと判断しました。

４．同氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間

は、本総会終結の時をもって６年３ヶ月となります。
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第４号議案　役員賞与支給の件

　当期末時点の取締役６名および監査役２名に対し、当期の業績等を勘案して、

役員賞与総額24,000千円（取締役分20,000千円、監査役分4,000千円）を支給する

ことといたしたく存じます。

以　上
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